
●21･31･41･51･61･71歳対象 歯周病健診
　歯の喪失の要因となる歯周病や虫歯を予防する目的で、町の指定歯科医療機関で歯周病健診
を実施しています。対象の方には4月中旬に「歯周病健診無料クーポン券」を送付しています。
歯科健診を受けて、歯周病を予防しましょう。
　転入等で「歯周病健診無料クーポン券」をお持ちでない方は、保健センターにお問合せください。

対象　21歳 平成15年4月1日～平成16年3月31日生まれの方
　　　31歳 平成 5 年4月1日～平成 6 年3月31日生まれの方
　　　41歳 昭和58年4月1日～昭和59年3月31日生まれの方　　　
　　　51歳 昭和48年4月1日～昭和49年3月31日生まれの方　　　
　　　61歳 昭和38年4月1日～昭和39年3月31日生まれの方
　　　71歳 昭和28年4月1日～昭和29年3月31日生まれの方
※受診日に本町に住所を有する方のみ。ただし、歯科治療中の方は除きます。
内容　歯科健診（歯周病、むし歯、口腔清掃状態、その他の異常等の診査） 
料金　無料
実施期限　令和7年3月31日（月）
指定歯科医療機関　浅井歯科・おおはる歯科・大治すこやか歯科・高村歯科医院・吉田歯科
                        （五十音順）
受診方法　指定歯科医療機関に予約し「歯周病健診無料クーポン券」と健康保険証を持参して
            　受診してください。
問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる　☎(444)2714

●保健推進員主催  第3回  町内ウォーキング
                 ～田園コース～

申込制

とき　6月4日（火）午前9時～10時30分
　　　※雨天中止
集合場所　八ツ屋防災コミュニティセンター
               ※お車でのお越しはご遠慮ください。
対象　町内在住の方
　　　 ※小学生以下は保護者が同伴してください。
参加費　100円（本年度に初めて参加する方のみ）
持ち物　タオル、帽子、動きやすい服装、
　　　　飲み物（必ず持参してください。）
申込・問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる  
　　　　　　　　☎(444)2714
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マイナンバーカードの申請および受け取りができます。その他の住民課窓口業務は行いません。

問合せ先　役場　住民課　内線121・17４

とき　５月25日(土)午前9時～正午　 ところ　役場　住民課窓口

5月の休日申請受付・交付窓口

マイナンバーカードは、大人だけでなく子どもも作ることができます。
日々成長するお子さんの姿を、マイナンバーカードの写真に残しませんか。
申請方法は、親御さんのスマートフォンでお子さんの写真を撮影し、申請書
の2次元コードを読み取って入力するだけ。もしくは、申請書にお子さんの写真を添付し、郵送で
申請することもできます。
申請書や封筒が手元にない方は役場住民課でお渡しします。
また、役場住民課ではマイナンバーカードの申請代行を行っています。
顔写真の撮影から申請まで住民課職員が行いますので、「うまく申請できるか不安」という方は
お気軽にご利用ください。

お子さんにも！
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